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明治安田生命保険相互会社函館支社よりご寄附いただきました

　10月31日㈭、役場町長室にて寄附贈呈式が行わ
れ、明治安田生命保険相互会社函館支社（星野和昭支
社長）より、地域生活の充実のため502,700円の寄
附をいただきました。

　これは同社が全国各地で実施している地域社会支援
活動『地元の元気プロジェクト』の一環として寄附さ
れたもので、贈呈式では星野支社長から疋田副町長に
目録が手渡されました。

　また、聴こえに悩む方の社会的孤立という社会課題
の解決に貢献するため、地域社会との絆を紡ぐ取り組
みの一環として同社のシニア職員が発案し製品化され
た電話音声明瞭器『サウンドアーチ』が寄贈されまし
た。
　いただいた寄附は貴重な財源として、また『サウン
ドアーチ』は総務課に設置して活用いたします。

1212 月は の納期の月です。
納期限内納付を！

納税には、確実で
便利な口座振替を！
財政課　税務グループ

町道民税　　　　第４期分
国民健康保険税　第６期分

空き家バンクに登録してみませんか？空き家バンクに登録してみませんか？
　町では、空き家の有効活用を通して、定住促進や地域の活性化を図るため、空き家
バンク制度を行っています。
　この制度は、空き家の売買や賃貸借を考える所有者に対し、町が所有者と、その空
き家の利用希望者とのマッチングを行い、お互いが連絡を取り合えるようにお手伝い
するものです。
　「まだ住める家だから壊すのはもったいない」「誰かに使ってもらいたい」などを
お考えの方は空き家バンクに登録することで、壊す予定の家の可能性が広がります！

所有者 利用希望者上ノ国町役場
②空き家情報の公開

⑤・⑧
所有者と希望者の
マッチング

①空き家の登録申請

⑥利用希望者の情報提供

⑦マッチングの承諾

③空き家の利用者登録

④希望空き家の問合せ

⑨空き家の詳細情報
　所有者情報の提供

⑩所有者と利用希望者にて契約交渉

まずはお気軽にまずはお気軽に
ご相談ください！ご相談ください！

※注意点
・登録可能な空き家は「現に居住可能または小規模な修理で居住可能な住宅」となります。
・「登録＝成約」をお約束するものではありません。
・町は空き家の売買や賃貸借に係る交渉・契約などに関与しません。

制度の詳しい説明や登録物件などは
町ホームページをご覧ください！→問い合わせ先　総務課　企画統計グループ

空き家の活用

制度の
イメージ

空き家の登録に費用はかかりません！
登録された情報は町ホームページなどで情報発信します！
家の写真や間取り図の作成も職員が支援します！

制度利用にあたって


